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株式会社 REVOLUTION(以下｢当会社｣といいます。)及び緑都開発株式会社(以下｢緑都開

発｣といいます。)は、緑都開発を吸収分割承継会社、当会社を吸収分割会社とする吸収分

割(以下｢本吸収分割｣といいます。)に係る吸収分割契約書を 2023 年 6 月 23 日付けで締結

しました。 

本吸収分割に関する会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に定める事前開示事

項は、次のとおりです。 

事前開示事項 

 
1. 吸収分割契約の内容 

 

 別紙 1 をご参照下さい。 

 

2. 分割対価の相当性に関する事項 

 

 緑都開発は、本吸収分割により承継する権利義務の対価(以下｢本分割対価｣といい

ます。)として、当会社に対して金 80,000,000 円を交付いたします。 

 当会社は、緑都開発との間で慎重に協議を行い、緑都開発が当会社に対して交付す

る本分割対価の額を金 80,000,000 円とすることが相当であると判断いたしました。 

 

3. 吸収分割承継会社である緑都開発についての次に掲げる事項 

 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

別紙 2 のとおりです。 

 

(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

 

該当事項はありません。 

 

(3) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

該当事項はありません。 

 

4． 吸収分割会社である当会社についての次に掲げる事項 
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(1) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

 

該当事項はありません。 

 

(2) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

該当事項はありません。 

 

5. 吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割会社の債務及び吸収分割承継会社の

債務（吸収分割株式会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限

る。）の履行の見込みに関する事項 

 

 当会社は、現在、資産の額が負債の額を上回っており、また、本吸収分割の効力発

生日以後において、当会社が負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事象の発生は現在

のところ予想されておらず、効力発生日以後の当会社の資産の額も負債の額を上回る

ことが見込まれております。 

 以上より、効力発生日以後における当会社の債務について、履行の見込みがあると

判断いたします。 

 緑都開発は、現在、資産の額が負債の額を上回っており、また、本吸収分割の効力

発生日以後において、緑都開発が負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事象の発生は

現在のところ予想されておらず、効力発生日以後の緑都開発の資産の額も負債の額を

上回ることが見込まれております。 

 また、当会社が本吸収分割により緑都開発に承継させる資産の額は、承継させる負

債の額を上回る見込みです。 

 以上より、効力発生日以後における吸収分割承継会社の債務（吸収分割株式会社が

吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限る。）について、履行の見込

みがあると判断いたします。 

 

以 上 
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